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はじめに

　本事件は、「2015年中国裁判所知的財産典型判例
50」に選出された事例である。裁判所は、本事件に
おいて、商標法上の使用行為に対する認定について、
十分に解釈、分析を行い、かつ、実際に使用されて
いない登録商標に基づく損害賠償請求権は成立しな
いと判示した。本事件の判決は改正前の2001年商標
法「以下、旧『商標法』という」を適用して言い渡
されたものの、係る問題の審理に対して依然として
指導的な意義を有する。

Ⅰ　事件の概况

１．基本情報
原告（二審被上訴人）：珠海格力電器股份有限公

司
被告１（二審上訴人）：広東美的制冷設備有限公

司
被告２：珠海市泰峰電業有限公司
判決情報：

一審：広東省珠海市中等裁判所（2013）珠中法
知民初字第1498号民事判決書

二審：広東省高等裁判所（2015）粤高法民三終
字第145号民事判決書

２．経緯

珠海格力電器股份有限公司（以下「格力社」と
いう）は、指定商品が第11類の空調装置、ファン、
電気ストーブ等である登録商標「五谷豊登」（図２、
登録番号：8059133）の専用権者で、その有効期限
は2011年４月21日から2021年４月20日までである。
格力社は、当該商標の登録後、商業活動中に直ち
に使用せず、2013年末になってはじめて、関連会
社との間で「物品供給契約」及び「仕入契約」を
締結し、「五谷豊登（型番：KF-72LW/（72369）
Bb-３）」というエアコン製品を製造、販売し始め

た。格力社は調査を経て、広東美的制冷設備有限
公司（以下「美的社」という）がその製造するエ
アコン製品に本件登録商標「五谷豊登」と同一の
商標（図１）を使用し、かつ、美的社のウェブサ
イトにおいて、計19種類の型番のエアコン製品に

「五谷豊登」標識を使用し、珠海市泰峰電業有限
公司（以下「泰峰社」という）が被疑侵害商標「五
谷豊登」を付したエアコン製品を販売しているこ
とを見付けた。格力社は、美的社と泰峰社が自社
の登録商標専用権を侵害しているとして、2013年
11月８日に珠海市中等裁判所に訴訟を提起し、美
的社に対して直ちに「五谷豊登」商標の使用の差
止め、その経済的損失500万元と権利侵害行為を
制止するために支出した合理的費用5510元の賠償
金の支払い、及び美的社のウェブサイトと全国紙
に謝罪声明を掲載することで悪影響を除去するこ
と、並びに美的社と泰峰社に対して「五谷豊登」
標識を付したエアコン製品の販売差止めを命じる
よう請求した。

被告である美的社は、先使用、善意の使用、合
理的使用に係る抗弁を提出し、自社の行為は、商
標法上の他人の登録商標に対する使用行為に当た
らず、かつ、格力社は本件登録商標を登録してい
たものの、訴訟の提起時までに実際に使用してい
なかったので、格力社の登録商標専用権を侵害し
ていないと主張した。

一審裁判所は、審理を経て、「美的社が格力社
の許諾を得ずに、その製造、販売する19種類の被
疑侵害製品に格力社の第8059133号登録商標と同
一の商標標識『五谷豊登』を使用した行為、泰
社がその事業場所で『五谷豊登』標識を付した美
的社のエアコン製品を販売した行為は、格力社が
法により有する第8059133号『五谷豊登』登録商
標専用権を侵害している。」と判示した。したがっ
て、美的社と泰峰社に対して、侵害製品の製造、
販売の差し止め、並びに、美的社に対して、格力
社の経済的損失380万元と権利保護のために支出
した5510元の支払い、及び謝罪声明の掲載を命じ、
格力社のその他の訴訟上の請求は棄却した。

美的社は、一審判決を不服として、広東省高等
裁判所に上訴を提起した。二審裁判所は、審理を
経て、「美的社は格力社の登録商標専用権を侵害
している」として、美的社に対して、権利侵害行

（図１：被疑侵害商標） （図２：本件登録商標）


